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兵庫県廃棄物処理計画兵庫県廃棄物処理計画兵庫県廃棄物処理計画兵庫県廃棄物処理計画（改定（改定（改定（改定版）の概要版）の概要版）の概要版）の概要    
    

 

１１１１    計画改定（案）の基本的事項計画改定（案）の基本的事項計画改定（案）の基本的事項計画改定（案）の基本的事項    

    

 (1)  計画改定の趣旨 

 平成 14 年 3 月に兵庫県廃棄物処理計画を策定して５年になり、この間の建設リ

サイクル法、自動車リサイクル法の施行によるリサイクル率の向上や容器包装リ

サイクル法の改正など廃棄物を取りまく状況に変化があった。 

また、平成 17 年 9 月策定の県政推進重点プログラム 50※10に位置づけられた「１

人１日あたりごみ排出量として生活系１割以上、事業系２割以上削減（生活系 660g、

事業系 296g）する」という目標を達成するため、計画を改定するものである。 

 

(2) 改定のポイント 

①一般廃棄物および産業廃棄物の排出量、再生利用量（率）、最終処分量について、

国の目標値と県の目標値の進捗状況等をふまえ、新たな目標値を設定した。 

②一般廃棄物の排出量について、一人一日当たり排出量による目標値を新たに設

定した。 

③計画推進のための施策を見直した。 
 

 

(参考)  計画の位置づけ、性格 

「２１世紀兵庫長期ビジョン（平成 13年 2月）※11」の中で、目指すべき社会像の一つ

として示されている「環境優先社会」の具体化を図る基本計画として、「新兵庫県環境基

本計画（平成 14年 5月）※13」が策定された。この基本計画の下に位置づけられる「ひょ

うご循環社会ビジョン※13」の実施計画として、「兵庫県廃棄物処理計画」が位置づけられ

ている。 

 

①県民、事業者、行政の参画と協働のもとに、持続可能な循環型社会の実現持続可能な循環型社会の実現持続可能な循環型社会の実現持続可能な循環型社会の実現を目指す

指針。 

②一般廃棄物対策の観点からは、市町の「一般廃棄物処理計画」策定のための指針市町の「一般廃棄物処理計画」策定のための指針市町の「一般廃棄物処理計画」策定のための指針市町の「一般廃棄物処理計画」策定のための指針で

あり、「兵庫県ごみ処理広域化計画」や「兵庫県分別収集促進計画」に対して基本と

なる計画。 

③産業廃棄物対策の観点からは、事業者や処理業者の指導等のための指針事業者や処理業者の指導等のための指針事業者や処理業者の指導等のための指針事業者や処理業者の指導等のための指針となるもの。 

④各種リサイクル関連法に基づく、個別の計画・指針等と相互に連携しながら、循環

型社会の実現を目指す。 
 

 

(3)  改定する計画の目標年次 

改定する計画は、国の定める「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針」にあわせ平成 18 年度を初年

度、平成 27 年度を目標年度（平成 22 年度を中間目標年度）とする 10 カ年計画と

し、概ね 5 年後に見直すものとする。 

性 
 

格
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(4) 現計画の評価と課題 

 ① 一般廃棄物 

ア 排出量 
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国目標値

国実績

県目標値

県実績

排出量（千ｔ/年） 平成10年度比

2,823 2,801

2,867
2,812

2,682

2,625 2,593

中間目標（H17）
：2,600

目標（H22）
：2,574

現
計
画
策
定

現
計
画
基
準
年

□

22

102.5%

92.1%

95.1%

△

91.4%

90.5%

注）「排出量」＝「ごみ排出量」＋「集団回収量」　：廃棄物処理計画で目標設定するもの
　　「ごみ排出量」とは市町が収集等して処理するもので「集団回収量」は市町を経由せずに民間でリサイクルされるもの
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H12 13 14 15 16

年度

1人1日あたり排出量（ｇ/人・日）

兵庫県

全国

県政推進重点プログラムの目標値（平成20年度：956g/人・日）

６市（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市）６市（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市）６市（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市）６市（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市）    

の県全体に占めるごみ排出量の状況（平成の県全体に占めるごみ排出量の状況（平成の県全体に占めるごみ排出量の状況（平成の県全体に占めるごみ排出量の状況（平成 16161616 年度）年度）年度）年度）    

5,641,821 人 （100） 3,496,596 人 (62) 1,538,609 人 (27) 2,145,225 人 (38)
2,398,774 t/年（100） 1,651,648 t/年 (69) 803,304 t/年 (33) 747,126 t/年 (31)

生活系 1,530,378 t/年（100） 1,041,902 t/年 (68) 507,002 t/年 (33) 488,476 t/年 (32)

事業系 868,396 t/年（100） 609,746 t/年 (70) 296,302 t/年 (34) 258,650 t/年 (30)
1,165 g （100） 1,274 g (109) 1,430 g (123) 980 g (84)

生活系 743 g （100） 804 g (108) 903 g (122) 641 g (86)

事業系 422 g （100） 470 g (111) 528 g (125) 339 g (80)
注1）括弧内は兵庫県全体の値を100とした場合の数値

1人1日当たりごみ排出量

ごみ排出量

うち神戸市

総人口

６市 ６市以外の市町兵庫県
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イ 再生利用量及び再生利用率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）県の目標値は、市町から提出された将来数値を考慮して、国の目標数値に近づけるよう設定したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 ・排出量は平成 13年度以降、急激に減少しており、中間目標（平成 17年度）で 

ある 2,600千ｔを既に達成している。これは、各市町における各種減量化施策 

の取組が進んだことによるものと考えられる。 

・対 10年度比の中間目標（H17）は、国の基本方針の排出量目標(95.1%)に対し 

て県の排出量目標(92.1%)のほうが削減率で上回り、H16実績(91.8%)について 

は中間目標を前にさらに削減されている。 

課 題 ・全体の排出量の削減率は高いものの、市町の取組の指標となる１人１日ごみ排

出量でみると平成 16 年度で全国ワースト５位と低迷しており、ごみ排出量が県

全体の約 7割を占めている 6市の減量化が進めば、全国平均に近づくと考えら

れる。 
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現
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□ 23%

24%

17 22

    6666 市（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市）の市（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市）の市（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市）の市（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市）の 

県全体に占める再生利用の状況（平成県全体に占める再生利用の状況（平成県全体に占める再生利用の状況（平成県全体に占める再生利用の状況（平成 16161616 年度）年度）年度）年度） 

368,790 t/年（100）199,434 t/年 (54) 64,280 t/年 (17) 169,356 t/年 (46)

自治体資源化量 174,210 t/年（100） 86,403 t/年 (50) 14,715 t/年 (8) 87,807 t/年 (50)
集団回収量 194,580 t/年（100）113,031 t/年 (58) 49,565 t/年 (25) 81,549 t/年 (42)

14.2 % （100） 11.3 % (80) 7.5 % (53) 20.4 % (144)
注）括弧内は兵庫県全体の値を100とした場合の数値

６市以外の市町

再生利用量

再生利用率

兵庫県 ６市 うち神戸市
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評 価 ・再生利用量及び再生利用率は平成 10年度以降順調に再生利用が進んでいる。し 

かしながら、平成 16年度における再生利用量及び再生利用率の実績は 369千 

ｔ（14％）で、中間目標（平成 17年度）である 494千ｔ（19％）を大きく下 

回っている。 

・国全体の再生利用率のH16実績は、国の中間目標に対して下回っており、県も

前述のとおり同様であるが、県の実績は国全体よりも年平均で約３％程度低い。 

課 題 ・一部の市町における分別収集等資源化の取組が不十分であることを示しており、

さらに再生利用を進める必要がある。 

 

 

ウ 最終処分量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 ・最終処分量は年々順調に減少しており、平成 16 年度には 399 千ｔで、中間目

標（平成 17年度）である 600千ｔ及び目標（平成 22年度）である 460千ｔを

既に達成している。これは、各市町における資源化施設の整備が進み、これま

で直接埋立てられていた粗大ごみ等が、リサイクルや焼却されるなどし、直接

埋立量が減少したことが主な要因である。 

・対 10年度比の中間目標（H17）は、国より県の目標値のほうが削減率を低く設

定していたが、実績では、国全体が目標値どおり推移したのに対して、県は国 

の目標値をも上回る大幅な削減が見られた。 

課 題 ・最終処分量の削減については、順調であるが、排出量抑制と再生利用を進める

なかでさらに削減を図っていく必要がある。 
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② 産業廃棄物 

  ア 排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注）直近のデータが平成 15 年度である。 

 

 

 

評 価 ・排出量は平成 10年度以降増減を繰り返しながらも順調に減少しており、平成 

15年度における排出量実績は 25,593千ｔで、中間目標（平成 17年度）である 

29,298 千ｔを既に達成している。これは、家電リサイクル法※14 や建設リサイ

クル法などの循環型社会形成推進基本法関連の法律整備に伴う各業界での減量

化の取組が進んだ成果と考えられる。 

・対 10年度比の中間目標（H17）は、国の基本方針では排出量の増加を１２％に 

抑制するとしており、県では増加を３％以内に抑制としていたが、実績では国 

全体及び県においても予測を下回る排出量となった。 

課 題 ・排出量については、既に目標を達成しているが、平成１５年度の全国排出量の 

約６．２％を占めており、さらなる減量を進めていく必要がある。 

 

  ＜参考＞産業廃棄物排出量（平成１５年度） 

      国：４１１，６２３千ｔ 

      県： ２５，５９３千ｔ（約６．２％） 
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□
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イ 再生利用量及び再生利用率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 ・再生利用量及び再生利用率は順調に進んでおり、平成15年度における実績 

は9,820千ｔ（38％）で、中間目標（平成17年度）である10,226千ｔ（35％） 

及び目標（平成22年度）である10,288千ｔ（36％）をほぼ達成しているが、 

全国平均は49％（平成15年度）であり、本県は11ポイント低い状況にある。

これは、本県の生活排水99％大作戦による下水道の急激な普及に伴い、減

量化率の大きい下水道汚泥が増加したことが主な原因である。 

課 題 ・県内の排出状況等を踏まえ、再生利用率の低い汚泥（２．９％）など産業廃棄 

物ごとの再生利用率の向上を目指した施策展開が今後とも必要である。 

 

 

＜参考＞産業廃棄物の種類別排出量（平成１５年度）＜参考＞産業廃棄物の種類別排出量（平成１５年度）＜参考＞産業廃棄物の種類別排出量（平成１５年度）＜参考＞産業廃棄物の種類別排出量（平成１５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚泥

鉱さい

がれき類

動物のふん尿

金属くず

ばいじん

その他

産業廃棄物
排出量

平成15年度
25,593千ｔ

13,914千t（54.4％）

3,568千t
（13.9％）

2,080千t
（8.1％）

1,688千t
（6.6％）

1,331千ｔ
（5.2％）

1,077千ｔ
（4.2％）

1,936千ｔ
（7.6％）

兵庫県の場合、下水道の普及により、汚泥

の排出量が最も多い。 

汚泥は水分を多量に含んでいるため、脱水

等による減量化率が 95.9%(13,340 千ｔ)と

高い。このため、産廃全体量 25,593千ｔの

約 52%が水分であり、再生利用する余地が

少なく、最終処分量の推移及び現状のリサイ

クル技術水準からすると再生利用率を向上

させる要素が乏しい現状にある。 
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ウ 最終処分量 
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□

 
 

評 価 ・最終処分量は平成 10年度以降、急激に減少しており、平成 15年度における最 

終処分量実績は 987千ｔで、減量化・資源化の推進に伴い、今まで最終処分さ 

れていたものが、中間処理による減量等で削減されるなどの理由により、中間 

目標（平成 17年度）である 1,515千ｔ及び目標（平成 22年度）である 1,173 

千ｔを既に達成している。 

・対 10年度比の中間目標（H17）は、一般廃棄物と同様に、国より県の目標値の 

ほうが削減率を低く設定していたが、実績では、国全体がほぼ目標値どおり推 

移したのに対して、県は国の目標値をも上回る大幅な削減が見られた。 

課 題 ・最終処分量の削減については、順調であるが、排出量抑制と再生利用を進める 

なかでさらに削減を図っていく必要がある。 
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③ 適正処理 

ア 不適正処理の防止 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

大規模事案は減少したものの、件数についてはここ数年横ばい傾向であり、また、その内容

については悪質化の傾向にある。 

 

 

 

  イ ダイオキシン類排出量の削減 

単位：g-TEQ※15/年 

年 次 
平成 8 年度 
（実績） 

平成 14 年度 
(恒久対策実施後) 

目標値 

平成 14 年度 
（実績） 

平成 16 年度 
（実績） 

排出量 113.6 7.6 3.7 2.5 

    注）恒久対策：ダイオキシン法に基づく排ガス濃度の新基準に適合させること。 

    

ごみ焼却施設の集約及び既存施設の改修により、ダイオキシン類については平成 8 年の

113.6g－TEQ/年が、平成 16年現在で 2.5g－TEQ/年（98％削減）にまで順調に減少している。    

    

    

  ウ ＰＣＢ※16廃棄物の処理 

 

   国：「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の施行（Ｈ13年） 

   県：「兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定（Ｈ18年 1月） 

 

 

日本環境安全事業（株）※17のＰＣＢ廃棄物処理施設（大阪市此花区）が平成 18年 10月に

操業を開始した。兵庫県内のＰＣＢ廃棄物は、平成 20 年度から本格的な処理が開始される予

定。 

20,715
19,759

9,953

4,688

14,610

970
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14

19

14

13

12

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H12 13 14 15 16 17

年度

投棄量

0

4

8

12

16

20

投棄量

件数

不法投棄発見件数

ＰＣＢ廃棄物の処理 
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２２２２    計画改定（案）における施策の基本方針及び新たな目標値の設定計画改定（案）における施策の基本方針及び新たな目標値の設定計画改定（案）における施策の基本方針及び新たな目標値の設定計画改定（案）における施策の基本方針及び新たな目標値の設定    

    

 (1)  施策の基本方針 

 ① 循環型社会の実現（５Ｒの推進） 

県民・事業者・行政の参画と協働による循環型社会の実現を目指し、廃棄物

の発生抑制、リサイクルを推進する。 

※５Ｒ ：発生抑制 Reduce、再使用 Reuse、再生利用 Recycle、不要なものの受取拒否 Refuse 

修理して使用 Repair 

 

  ② 適正処理の確保 

廃棄物の処理に当たっては、その処理責任を負う市町又は事業者が適正処理 

を行う。 

また、廃棄物の不法投棄等の不適正処理に対し、行政のみならず、県民、事 

業者が連携した効果的な防止策を講じていく。 

 

(2) 新たな目標値 

  ① 一般廃棄物 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千ｔ/年

2,625 （100） 2,593 (99) 2,175 (83) 2,1682,1682,1682,168 (83) 2,1312,1312,1312,131 (81)

再生利用量
（再生利用率）

353
（13％）

（100）
369

（14％）
（105）

435
（20％）

(123)
499

（23％）（23％）（23％）（23％）
（141）

533
（25％）（25％）（25％）（25％）

（151）

中間処理による減量 1,856 （100） 1,826 (98) 1,406 (76) 1,370 (74) 1,311 (71)

最終処分量 416 （100） 399 (96) 335 (81) 299299299299 (72) 287287287287 (69)

1,183 （100） 1,165 (98) 956 (81) 947947947947 (80) 923923923923 (78)

生活系 770 （100） 743 (96) 660 (86) 654654654654 (85) 637637637637 (83)

事業系 413 （100） 422 (102) 296 (72) 293293293293 (71) 286286286286 (69)

 注1）後段の括弧内は基準である平成15年度に対する割合を示す。 目標値目標値目標値目標値 目標値目標値目標値目標値
 注2）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある

1人1日当たりごみ排出量（g/人・日）

排出量

目標
(平成27年度）

基準
(平成15年度）

実績
(平成16年度）

中間目標
(平成22年度）

平成20年度

416 399 335 299 287

1,856 1,826

1,405
1,370 1,311

353 369

435 499
533

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H15（基準） H16（現状） H20
（中間目標） (目標）

再生利用量

中間処理に
よる減量
最終処分量

単位：千ｔ/年

2,625 2,593

2,168 2,131

H22 H27

2,175
(13%)

(14%)

(20%)
(23%) (25%)

計画実績

◎◎◎◎    1111 人人人人 1111 日あたり排出量の全国ランクを日あたり排出量の全国ランクを日あたり排出量の全国ランクを日あたり排出量の全国ランクを    

43434343 位から上位位から上位位から上位位から上位１／３以内１／３以内１／３以内１／３以内へへへへ    
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＜目標値設定の考え方＞ 

○排出量 

１人１日ごみ排出量 ⇒ 全国平均（参考：1,082g（H16））より減量化 

              全国ランク上位に順位付け 

 

 

生活系：      （平成 16 年度実績 743g/人・日に対し） 

◎ 県内全市町で有料化を導入する → ８６g/人・日減 

◎ 集団回収の一層の推進     → １５g/人・日減  計 106g/人・日減 

◎ その他の施策         →  ５g/人・日減 
（店頭回収の推進、環境学習の成果等） 

                            平成 27 年度 637 g/人・日 

（平成 15 年度（基準）▲17％） 

全国 37 位 → 16 位 

 

事業系：       （平成 16 年度実績 422g/人・日に対し） 

   ◎ 中小事業者の事業系古紙の減量化推進→ ３１g/人・日減 

   ◎ 大規模事業所に対する減量指導   → ５２g/人・日減 計 136g/人・日減 

   ◎ その他の施策           → ５３g/人・日減 

    （処理料金の適正化、指定有料袋の導入等） 

                  平成 27 年度 286 g/人・日 

（平成 15 年度（基準）▲31％） 

全国 42 位 → 22 位 

 

       排出量全体（生活系＋事業系） 全国 43 位 → 16 位  

 

○再生利用率 

国の基本方針：目標値 24％（H22）⇒ 県：平成 27 年度で更に＋１ポイント 

                     ⇒ 目標値：25％                    

 

 

               （平成 16 年度実績 369 千 t に対し） 

   ◎ 容器包装廃棄物の分別収集計画目標量達成 → ５５千 t増 

   ◎ 集団回収の一層の推進          → ５１千 t増 計 164千ｔ増 

   ◎ 市町資源化施策の強化          → ５８千 t増 

（分別の徹底、資源化施設整備による資源化量の増量等） 

   平成 27 年度 533 千ｔ（25％） 

（平成 15 年度（基準）13％ ＋12 ポイント） 

 

 

 

 

具体的方策 

具体的方策 
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○最終処分量 

   現計画の目標は達成済み。さらなる削減を目指す。 → 対 H15 比▲３１％ 

 

 

（平成 16 年度実績 399 千 t に対し） 

◎ 排出量の発生抑制、再生利用量の増加による減量 → 112 千 t 減 

 

 

平成 27 年度 287 千ｔ 

（平成１５年度（基準）▲31％） 

  

 

 

 

 ② 産業廃棄物 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千ｔ/年

25,593 (100) 25,59325,59325,59325,593 (100) 25,59325,59325,59325,593 (100)

再生利用量
（再生利用率）

9,820
（38％）

（100）
10,493
（41％）（41％）（41％）（41％）

（107）
10,916
（43％）（43％）（43％）（43％）

（111）

中間処理による減量 14,786 (100) 14,143 (96) 13,739 (93)

最終処分量 987 (100) 957957957957 (97) 938938938938 (95)

 注）後段の括弧内は平成15年度に対する割合を示す。 目標値目標値目標値目標値 目標値目標値目標値目標値
四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。

　　　排出量   

目標
(平成27年度）

基準（実績）
(平成15年度）

中間目標
(平成22年度）

987 957 938 1,069

14,786 14,143 13,739
16,127

9,820 10,493 10,916

10,588

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H15（基準・現状）
（中間目標） (目標）

H27（対策なし）

再生利用量

中間処理に
よる減量

最終処分量

単位：千ｔ/年

25,593

H22 H27

25,593 25,593

27,784

(38%) (41%) (43%)

(38%)

実績 計画 予測

◎◎◎◎    排出量を、平成排出量を、平成排出量を、平成排出量を、平成 15151515 年度実績レベルに抑える年度実績レベルに抑える年度実績レベルに抑える年度実績レベルに抑える    

具体的方策 
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＜目標値設定の考え方＞ 

○排出量 

将来推計 平成 27 年度（目標年度）の排出量：27,784 千ｔ（対 H15 比＋８．６％） 

                           ↓↓↓↓抑える 

H15 排出量：25,593 千ｔ維持 

 

 

（平成 27 年度予測値 27,784 千ｔに対し） 

   ◎ 製造業※１での資源生産性※18向上に伴う廃棄物量の減少 

→ 1,313 千ｔ減  計 2,191 千ｔ減 

   ◎ 多量排出事業者への減量化指導の強化 →  878 千ｔ減 

 

平成 27 年度 25,593 千ｔ 

（平成 15 年度排出量実績維持） 

（生産量当たりの廃棄物発生量削減が困難な鉄鋼業等を除く） 

 

 

○再生利用率 

建設リサイクル法での目標達成、全国並の再生利用率に引上げ → ４３％ 

 

 

（平成 15 年度実績 9,820 千ｔに対し） 

   ◎ 建設リサイクル法で目標設定のある 

品目の目標達成         → 174 千 t 増 

 ◎ 全国平均に達していない産廃の種類          計 1,096 千 t 増 

ごとの再生利用率を全国平均並みに 

引き上げる施策展開       → 922 千 t 増 

 

 平成 27 年度 10,916 千ｔ（43％） 

（平成 15 年度（基準）38％ ＋5 ポイント） 

    

○最終処分量 

   現計画の目標は達成済み。さらなる削減を目指す。 → 対 H15 比▲５％ 

 

 

 （平成 15 年度実績 987 千 t に対し） 

◎ 排出量の発生抑制、再生利用量の増加による減量 → 49 千 t 減 

 

 

平成 27 年度 938 千ｔ 

（平成 15 年度（基準）▲5％） 

 

具体的方策 

具体的方策 

具体的方策 
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３３３３    計画推進のための施策（計画推進のための施策（計画推進のための施策（計画推進のための施策（下線部下線部下線部下線部は新規、拡充施策）は新規、拡充施策）は新規、拡充施策）は新規、拡充施策）    

    

(1)  ＜循環型社会の実現（５Ｒの推進）＞廃棄物発生抑制及びリサイクルのための施策 

① 廃棄物の排出抑制策の推進 

ア  レジ袋削減対策の推進など「もったいない」の精神を活かした排出抑制対レジ袋削減対策の推進など「もったいない」の精神を活かした排出抑制対レジ袋削減対策の推進など「もったいない」の精神を活かした排出抑制対レジ袋削減対策の推進など「もったいない」の精神を活かした排出抑制対

策の推進（拡充）策の推進（拡充）策の推進（拡充）策の推進（拡充）    

 イ エコハウス※19などを活用した環境学習・教育の展開（継続） 

 ウ 県市町協議会を軸とした生活系一般廃棄物の有料化の促進（拡充）生活系一般廃棄物の有料化の促進（拡充）生活系一般廃棄物の有料化の促進（拡充）生活系一般廃棄物の有料化の促進（拡充） 

 エ 古紙のリサイクルシステムの構築や大規模事業所への削減指導などによる

事業系一般廃棄物の排出抑制・再資源化の推進（新規） 

 オ 産業廃棄物の多量排出事業者における排出抑制（継続） 

② 廃棄物の資源化・再生利用の推進 

 ア  容器包装廃棄物の分別収集促進計画に基づく分別収集に係るランク別段階

的実施の促進（新規） 

 イ  地域住民による集団回収の促進（継続） 

 ウ  県と市町の協力体制による量販店等における店頭回収の促進（拡充） 

 エ  相生市での取組をもとにした県民協働容器回収システム（兵庫型デポジッ

トシステム※20）の推進（継続） 

 オ  廃家電回収システム（兵庫方式）の実施（継続） 

 カ  県内の市町とリサイクル事業者等との協力による廃蛍光管リサイクルシス

テムの整備（新規） 

 キ  廃食用油の燃料化（廃食用油の燃料化（廃食用油の燃料化（廃食用油の燃料化（BDFBDFBDFBDF※21））））や木質系廃棄物等による発電や木質系廃棄物等による発電や木質系廃棄物等による発電や木質系廃棄物等による発電など多様なバイオ

マス※22の利活用への支援（拡充） 

 ク  建設リサイクル法に基づいた建設廃棄物の再資源化（継続） 

 ケ  処理業の許可が不要な知事の個別指定制度等を活用した建設汚泥、上水道

汚泥の再生利用の促進（拡充） 

  コ  エコタウン※23推進会議による事業化支援など、民間のリサイクル事業等の

取組支援（継続） 

 サ 市町のごみ処理施設から排出される焼却残さ物の有効利用の促進（継続） 

 

(2) ＜適正処理の確保＞廃棄物の適正処理推進のための施策 

① 廃棄物の適正処理施設の確保 

 ア  排出事業者、処理業者に対する適正処理指導（継続） 

 イ  不法投棄対策に有効な電子マニフェスト電子マニフェスト電子マニフェスト電子マニフェスト※24の普及促進（新規）の普及促進（新規）の普及促進（新規）の普及促進（新規） 

 ウ  排出事業者と優良化を目指す処理業者に資する産業廃棄物処理業者の優良

性評価制度の運用（新規） 

 エ  「産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基

づく廃棄物処理施設の円滑な設置の推進（継続） 

 オ  廃棄物処理施設の監視（継続） 

② 処理マニュアルに基づくアスベスト※25廃棄物の適正処理の推進（新規） 

  ③ 不適正処理の未然防止と不法行為に対する厳格な対応 

   ア  不法投棄防止対策協議会等の積極的運用や警察との連携に基づく不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄

の防止対策の充実・強化（拡充）の防止対策の充実・強化（拡充）の防止対策の充実・強化（拡充）の防止対策の充実・強化（拡充）    

   イ  解体廃棄物対策に重点をおいた改正の実施など「産業廃棄物等の不適正な



 14 

処理の防止に関する条例」による規制（拡充） 

   ウ  悪質な事案に対して直ちに改善命令等を実施するなど不法行為に対する厳

格な対応（継続） 

   エ  兵庫県廃棄物等不適正処理適正化推進基金による原状回復（継続） 

   オ 社団法人兵庫県産業廃棄物協会との協力関係による「廃棄物エコ手形制度」

の全県展開（新規） 

   カ 播磨灘で発生した建設残土、建設廃材等の不法投棄事案等を受けた関係行

政機関による協議会設置や海域への不法投棄防止対策に係る国への制度創設

要望など、海域への不法投棄防止対策の推進（新規）海域への不法投棄防止対策の推進（新規）海域への不法投棄防止対策の推進（新規）海域への不法投棄防止対策の推進（新規） 

  ④ 公共関与による適正処理の推進 

   ア 大阪湾フェニックス事業（継続） 

   イ 兵庫県環境クリエイトセンター事業（継続） 

⑤ 「兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」（H18.1 策定）に基づくＰＣＢ

廃棄物の適正処理（継続） 

 

 

４４４４    計画の推進体制計画の推進体制計画の推進体制計画の推進体制    

    

(1) 市町との協働 

 県と全市町の清掃部局で構成する「県市町廃棄物処理協議会（仮称）」を設置し

て、市町と協力して推進する。 

(2) 事業者との協働 

主たる事業者から構成される「兵庫県環境保全管理者協会」や産業廃棄物処理

事業者の団体である「㈳兵庫県産業廃棄物協会」を通じて協議調整を図る。 

(3)  庁内関係部局による連絡調整 

計画に示した各施策を担当する庁内関係部局と減量化の目標や施策の進行管理

などについて緊密な連絡調整を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

  計画の推進体制  計画の推進体制  計画の推進体制  計画の推進体制

　協議調整
県

（庁内関係部局との
連絡調整含む）

市町

一般廃棄物処理基本計画

目標値 推進施策

兵庫県廃棄物処理計画

目標値 推進施策

県市町廃棄物処理協議会（仮称）
事務局：県

市町の一般廃棄物処理基本計画の
目標値や推進施策への反映

㈳兵庫県産業廃棄物協会

兵庫県環境保全管理者協会

その他の事業者団体等

市町との協働

一般廃棄物産業廃棄物


